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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年６月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２７年２月３日 ０７時３０分ごろ～４日 ０３時００分

ごろの間） 

発生場所 不明（熊本県上天草市樋合
ひ あ い

島のマリーナ～高浜灯台から真方位２４

７°１１,４００ｍ付近の間） 

事故調査の経過  平成２７年２月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート FALCON
フ ァ ルコ ン

、５トン未満 

 ２９３－２４５６５熊本、個人所有 

 ７.７７ｍ（Lr）×２.５７ｍ×１.３０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、１４７.１kＷ、平成３年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成５年５月２０日 

  免許証交付日 平成２６年８月１９日 

         （平成３１年８月１８日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣りのため、平成２７年２月３日

０７時３０分ごろ樋合島のマリーナを出港した。 

 船長の家族は、２３時前に外出先から帰宅し、ふだん、１９時ごろ

には帰宅している船長がまだ帰宅していなかったので、船長の携帯電

話に連絡したところ、呼出音は鳴るものの、応答がなかったことか

ら、船長の釣り仲間（以下「釣り仲間」という。）に連絡して状況を

説明した。 

 釣り仲間は、樋合島のマリーナに行ってみたところ、船長の車は駐

車場にあったが、本船が係留されていないことを確認し、船長の家族

に連絡した。 

 船長の家族は、本船が樋合島のマリーナに帰港していないことを、

翌４日００時４０分ごろ海上保安庁へ通報した。 
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 本船は、０３時００分ごろ、高浜灯台から２４７°（真方位、以下

同じ。）１１,４００ｍ付近において、無人で漂流しているところを捜

索中の巡視艇に発見された。 

 船長は、２月６日高浜灯台の北北東方３.４km 付近の海岸で発見さ

れ、溺水による死亡と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象： 

 (1) 天気 ２月３日 晴れ、２月４日 曇り 

 (2) 風（熊本県苓北
れいほく

町の四季
し き

咲
ざき

岬
みさき

灯台における観測値） 

   ２月３日０８時ごろ～１６時ごろ 風向 北北東～北東 

                   風速 １～４m/s 

   ２月３日１６時ごろ～２０時ごろ 風向 西北西～北 

                   風速 ０～３m/s 

   ２月３日２０時ごろ～４日０３時ごろ 風向 東北東～東南東 

                     風速 １～２m/s 

海象：海面水温 約１５℃ 

月出時刻（四季咲岬灯台付近）：２月３日１７時２６分ごろ（月齢 

１３.６） 

月没時刻（四季咲岬灯台付近）：２月４日０６時５９分ごろ 

 その他の事項 

 

 船長と釣り仲間は、平成２６年７月ごろからは、専ら‘四季咲岬灯

台の西方沖２.３km 付近の釣り場’（以下「本件釣り場」という。）で

釣りをしていた。 

 船長は、釣り仲間に本件釣り場で釣りをする旨を話していた。 

 本船は、発見されたとき、船外機がチルトアップされた状態であ

り、釣り糸が船外機のプロペラに絡まっていた。 

 船長は、ふだん、膨張式救命胴衣を着用していたが、船長が遺体で

発見されたとき、救命胴衣を着用していなかった。 

 本船が発見されたとき、船内に船長の救命胴衣はなかった。 

 本船が発見されたとき、船内に船長の携帯電話があった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

 本船は、樋合島のマリーナを２月３日０７時３０分ごろ出港した

後、４日０３時００分ごろ高浜灯台から２４７°１１,４００ｍ付近

において、無人で漂流しているところを発見されたことから、この間

において、船長が落水したものと考えられる。 

 本船は、無人で漂流しているところを発見された際、船外機がチル

トアップされた状態であり、プロペラに釣り糸が絡まっていたことか
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ら、釣りをして漂泊中、船長が釣り糸をプロペラから外そうとして落

水した可能性があると考えられるが、落水した状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

 船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、樋合島のマリーナを出港した後、釣りをして漂

泊中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・救命胴衣の着用に努めるとともに、適切な着用を心掛けること。 

 ・緊急時に救助要請ができるよう、防水型の携帯電話を常時身に付

けておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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